
禁
教
高
札
撤
去
前
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
内
部
の
変
化

禁
教
高
札
撤
去
前
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
内
部
の
変
化

内　

藤　

幹　

生

は
じ
め
に

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
高
札
が
撤
去
さ
れ
た
こ
と
は

大
き
な
宗
教
政
策
上
の
変
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
時

代
の
移
行
を
示
す
出
来
事
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
徳
川
家
康
に
よ
り
慶
長
十
七
年

（
一
六
一
二
）
に
布
告
さ
れ
た
禁
止
令
以
来
日
本
で
は
徳
川
幕
藩
体
制
下
で
は
キ
リ

ス
ト
教
は
禁
止
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、こ
の
時
に
そ
れ
は
解
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

潜
伏
し
、
信
仰
を
保
持
し
て
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
は
公
然
と
信
仰
表
明
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
、「
禁
制
」
と
い
う
宗
教
政
策
上
の
拘
束
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
厳
重
な
禁
制
下
に
何
世
代
に
も
わ
た
り
、
潜
伏
し
て
信

仰
を
継
承
し
て
い
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
強
靭
な
信
仰
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ

か
ら
新
た
な
る
問
題
も
起
き
た
の
で
あ
っ
た
。

本
論
文
で
は
禁
教
高
札
撤
去
の
直
接
の
出
来
事
で
あ
る
浦
上
四
番
崩
れ
と
、
禁
教

高
札
撤
去
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
を
取
り
上
げ
る
。
禁
教
高
札
撤
去
ま
で
と
、
そ
の

後
の
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
自
身
の
行
為
と
彼
ら
を
取
り
巻
く
周

囲
の
動
向
を
考
察
し
、
そ
の
特
徴
を
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
禁
制
下
と
ど

の
よ
う
に
異
な
っ
た
か
明
ら
か
に
す
る（

（
（

。

近
世
後
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
巻
く
村
社
会

禁
教
高
札
撤
去
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
浦
上
四
番
崩
れ
が
発
生
す
る
前
に
も
、
禁

制
下
で
あ
っ
た
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
存
在
が
問
題
視
さ
れ
た
事
件
が
い
く
つ
か
あ
っ

た
。
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
の
浦
上
一
番
崩
れ
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
天

草
崩
れ
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
浦
上
二
番
崩
れ
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

の
浦
上
三
番
崩
れ
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
事
件
も
キ
リ
シ
タ
ン
は
史
料
上
で
は「
異
宗
」

と
し
て
処
理
さ
れ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
は
あ
く
ま
で
も
信
仰
を
隠
匿
し
、
権
力
側
も
キ

リ
シ
タ
ン
と
は
認
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
、
近
世
社
会
を
特
徴
づ
け

た
浦
上
一
番
崩
れ
と
天
草
崩
れ
の
お
お
よ
そ
の
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た（
（
（

。浦
上
一
番
崩
れ
は
浦
上
村
山
里
庄
屋
高
谷
永
左
衛
門
と
そ
の
一
族
が
村
内
の
山
王

社
へ
の
醵
金
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
十
九
名
が
拒
否
し
た
た
め
、
彼
ら
が
「
異
宗
」
を

信
仰
し
て
い
る
と
長
崎
奉
行
に
密
告
し
た
こ
と
が
発
端
の
事
件
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、

長
崎
奉
行
に
よ
る
「
異
宗
」
の
吟
味
が
行
わ
れ
、
庄
屋
も
独
自
の
探
索
を
し
て
、
ど

う
に
か
「
異
宗
」
を
摘
発
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
一
般
村
民
は
「
異
宗
」
信
仰

の
疑
い
で
捕
ら
え
ら
れ
た
者
の
無
実
を
訴
え
た
出
牢
願
い
を
村
民
一
丸
で
長
崎
奉
行

所
へ
提
出
し
て
い
る
。
天
草
崩
れ
は
幕
府
領
の
天
草
を
預
か
り
地
と
し
て
い
た
島
原

藩
の
執
拗
な
探
索
に
よ
り
五
〇
〇
〇
人
余
り
の
「
異
宗
」
信
仰
者
が
露
見
し
た
事
件

で
あ
る
。
こ
の
時
に
は
天
草
今
富
村
の
庄
屋
上
田
演
五
右
衛
門
が
中
心
に
な
り
「
異

宗
」
探
索
を
進
め
て
い
た
。
こ
の
事
件
で
は
村
民
は
一
丸
で
「
心
得
違
」
の
「
異
宗
」

の
信
仰
は
認
め
、
以
後
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
謝
罪
文
を
血
判
で
島
原
藩

に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
事
件
に
お
け
る
庄
屋
と
村
民
の
対
応
は
対
照
的
で

あ
っ
た
。
庄
屋
は
執
拗
に
「
異
宗
」
の
探
索
を
お
こ
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
村
民
は

キ
リ
シ
タ
ン
と
非
キ
リ
シ
タ
ン
が
一
緒
に
、
一
体
化
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
が
大
き

く
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
は
庄
屋
が
「
異
宗
」（
キ
リ
シ
タ
ン
）
の
存
在
そ

の
も
の
が
村
社
会
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
に
対
し
、
村
民
は
「
異

一



禁
教
高
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け
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落
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の
変
化

宗
」
問
題
が
発
展
し
て
い
く
こ
と
が
村
社
会
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
事
件

を
で
き
る
だ
け
穏
便
に
処
理
し
よ
う
と
し
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
が
存
在
し
て
い
た
村
落

で
は
構
成
員
す
べ
て
が
キ
リ
シ
タ
ン
だ
っ
た
わ
け
で
な
く
、
非
キ
リ
シ
タ
ン
と
混
在

し
て
い
た
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
当
該
期
に
お
い
て
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
非
キ
リ
シ
タ

ン
が
混
在
し
た
生
活
共
同
体
と
し
て
村
社
会
（
キ
リ
シ
タ
ン
が
存
在
す
る
）
は
機
能

し
て
い
た
。

浦
上
三
番
崩
れ
は
開
国
に
と
も
な
う
国
内
の
情
勢
変
化
か
ら
長
崎
奉
行
が
隠
密
に

探
索
さ
せ
、
多
数
の
「
異
宗
」
信
者
が
発
覚
し
た
事
件
で
あ
る（

（
（

。
こ
の
時
に
キ
リ
シ

タ
ン
は
「
異
宗
」
の
信
仰
は
認
め
た
も
の
の
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
別
宗
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
取
り
調
べ
を
受
け
た
中
心
人
物
で
帳
方（
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
組
織
の
惣
頭
）

の
吉
蔵
も
「
御
制
禁
の
耶
蘇
宗
門
と
は
別
宗
に
て
異
宗
と
申
伝
候（

（
（

」
と
証
言
し
、
キ

リ
シ
タ
ン
の
存
在
は
否
定
し
た
が
、「
異
宗
」の
信
仰
は
認
め
た
。そ
し
て
、幕
府
も「
異

宗
」
信
者
の
主
張
に
沿
う
判
断
を
下
し
キ
リ
シ
タ
ン
と
「
異
宗
」
は
別
で
あ
る
と
認

定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
近
世
期
に
お
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
は
信
仰
を
隠
匿
し
て
保
持
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
転
し
、
公
然
と
信
仰
表
明
を
す
る
と
い
う
態
度
に
出
た
の
が
浦

上
四
番
崩
れ
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
態
度
を
変
え
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
を

取
り
巻
く
周
囲
も
変
化
し
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
態
度
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
か
以
下
に
考
察
し
て
い
く
。

浦
上
四
番
崩
れ

禁
教
高
札
撤
去
の
直
接
の
出
来
事
と
な
っ
た
の
が
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
六
月

に
始
ま
る
浦
上
四
番
崩
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
自
ら
信

仰
表
明
を
し
た
こ
と
に
よ
り
幕
末
維
新
の
政
治
上
・
外
交
上
で
大
き
な
問
題
と
な
っ

た
事
件
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
二
年
前
の
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
三
月
に
フ
ラ
ン
ス
人
居
留
地
の
教

会
を
訪
れ
た
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
自
分
た
ち
の
信
仰
を
宣
教
師
に
告
白
す
る
と

い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
浦
上
村
を
中
心
と
し
た
キ
リ
シ
タ
ン

に
再
布
教
が
お
こ
な
わ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
者
は
増
大
し
た
。
そ
し
て
、
二

年
後
に
寺
院
か
ら
の
葬
儀
を
拒
否
す
る
者
が
出
る
事
件
が
起
こ
り
、
事
態
は
明
る
み

に
な
っ
た
。
中
心
人
物
六
十
八
人
が
幕
府
役
人
に
捕
ら
え
ら
れ
た
。
す
ぐ
に
幕
府
の

吟
味
が
開
始
さ
れ
た
が
、
直
後
に
大
政
奉
還
に
な
り
、
処
分
は
明
治
政
府
に
任
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
明

治
政
府
の
宗
教
政
策
に
反
発
し
、
信
仰
を
表
明
し
た
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
三
千
人

余
り
を
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
尾
張
以
西
の
諸
藩
に
流
罪

に
し
た
。
そ
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
改
心
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
す
べ
て
の
キ
リ

シ
タ
ン
を
改
心
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
西
欧
列
強
か
ら
も
抗
議
さ
れ
た
。
明
治
六

年
二
月
に
禁
教
高
札
は
撤
去
さ
れ
同
年
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
帰
村
し
、
事
件
は

解
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一　

浦
上
四
番
崩
れ
発
生
ま
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
動
向

１　

信
仰
の
広
域
化

浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
態
度
を
一
変
さ
せ
た
後
で
の
行
動
で
注
目
す
る
こ

と
は
、信
仰
を
広
域
化
さ
せ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
幕
府
・
明
治
政
府
も
内
偵
に
よ
り
そ
の
状
況
を
把
握
し
て
い
た
。
浦
上
村

山
里
庄
屋
高
谷
官
十
郎
の
慶
応
三
年
（
一
八
六
五
）
四
月
付
の
探
索
書
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

丁
卯
四
月

　

探
索
書

一
体
浦
上
村
之
義
者
兼
て
風
儀
不
宜
…
去
ル
辰
年
一
旦
右
宗
体
之
者
共
、
御
召
捕
、

御
吟
味
有
之
、
其
後
暫
く
打
絶
候
得
共
、
御
開
港
後
洋
僧
渡
来
、
居
留
地
ニ
天
主
堂

取
建
候
、
以
来
右
宗
門
再
発
追
々
余
焔
盛
ニ
相
成
、
当
時
ニ
至
候
而
者
同
類
申
合
、

二



禁
教
高
札
撤
去
前
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
内
部
の
変
化

深
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
信
仰
を
自
分
た
ち
の
村
内
に
留
め
て
お
か
ず
、
村
と
地
域

を
超
え
て
積
極
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
化
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

２　

キ
リ
シ
タ
ン
と
非
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
確
執

カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る
キ
リ
シ
タ
ン
が
増
え
、信
仰
が
広
域
化
し
、ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
し
て
い
く
と
、
周
囲
と
の
間
に
問
題
を
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
浦
上
村

山
里
の
庄
屋
高
谷
官
十
郎
が
慶
応
三
年
六
月
に
長
崎
奉
行
に
提
出
し
た
と
思
わ
れ
る

探
索
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

…
…
尤
中
ニ
は
半
信
半
疑
の
も
の
も
有
之
、
或
は
異
宗
信
仰
不
致
候
ハ
ゝ
、
村
中
之

交
も
出
兼
候
ニ
付
、
無
據
異
宗
ニ
入
候
の
も
の
も
有
之（

（
（

…
… 

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
浦
上
村
山
里
で
は
、
半
信
半
疑
で
カ
ト
リ
ッ
ク
（
異
宗
）
に
入

信
し
て
い
る
者
も
お
り
、
信
仰
し
て
い
な
い
と
村
内
で
の
付
き
合
い
（
村
中
之
交
）

も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
仕
方
な
く
入
信
し
て
い
る
者
も
い
る
と
い
う
報
告

で
あ
る
。

そ
し
て
、
長
崎
奉
行
徳
永
石
見
守
が
慶
応
三
年
六
月
十
九
日
付
で
幕
府
へ
提
出
し

た
も
の
と
さ
れ
る
「
浦
上
村
異
宗
信
仰
之
も
の
共
之
内
、
召
捕
候
儀
申
上
候
書
付
」

に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
状
態
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

…
…
厚
薄
は
可
有
之
候
得
共
、
大
凡
弐
千
人
に
相
成
、
正
宗
之
も
の
共
と
火
水
之
不

和
を
懐
、
甚
敷
は
夫
婦
離
絶
、
親
戚
仇
視
之
時
宜
に
到
、
当
地
諸
寺
院
は
不
及
申
、

近
国
本
寺
よ
り
も
檀
家
共
邪
教
遷
入
苦
情
申
立（

（
（

…
…

カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
も
の
は
、
信
仰
の
程
度
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
二
千
人
に

な
り
、「
正
宗
」
の
者
（
仏
教
徒
）
と
「
火
水
之
不
和
」
な
状
態
で
、
ひ
ど
い
者
は

夫
婦
離
絶
や
親
戚
を
敵
視
す
る
よ
う
な
心
境
に
な
っ
て
、
浦
上
村
の
寺
院
は
も
ち
ろ

頻
ニ
近
村
之
愚
民
共
申
勧
め
、
仲
間
ニ
引
入
、
深
夜
ニ
は
小
船
よ
り
洋
僧
を
村
中
ニ

迎
取
、
経
文
を
習
ひ
、
或
は
居
留
地
ニ
も
密
ニ
相
越
、
異
仏
を
礼
拝
い
た
し
、
追
々

他
領
江
も
同
類
滋
漫
い
た
し
候
由（

（
（

…
…

こ
れ
に
よ
る
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
辰
年
（
安
政
三
年
、
一
八
五
六
）
の
浦
上
三
番

崩
れ
で
捕
え
ら
れ
、
吟
味
を
受
け
て
か
ら
し
ば
ら
く
姿
を
消
し
て
い
た
。
し
か
し
、

居
留
地
に
天
主
堂
が
建
て
ら
れ
る
と
、
再
発
し
て
盛
ん
に
な
り
、
申
し
合
わ
せ
て
、

し
き
り
に
近
村
の
者
た
ち
に
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
入
信
を
す
す
め
て
仲
間
に
引
き
入
れ

よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
深
夜
に
宣
教
師
を
村
に
迎
え
、
経
文
を
習
い
、
居
留
地
に

も
行
き
、
異
仏
を
礼
拝
し
て
お
り
、
そ
れ
は
他
領
の
村
に
も
広
が
っ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
を
表
明
し
、
再
布
教
が
開

始
さ
れ
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
は
積
極
的
な
行
動
に
出
た
。

信
仰
も
村
内
で
留
ま
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
他
領
に
も
広
め
て
信
仰
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
処
分

を
幕
府
か
ら
受
け
継
い
だ
明
治
政
府
の
記
録
に
も
見
ら
れ
る
。

…
…
頃
日
ニ
而
者
肥
前
領
之
内
、
肥
津
、
黒
崎
、
伊
王
嶋
辺
へ
も
伝
習
い
た
し
、
其

外
平
戸
、
五
嶋
等
之
内
ニ
も
伝
習
い
た
し
居
候
由
、
右
ニ
付
西
洋
日
曜
日
ニ
者
、
浦

上
村
之
も
の
男
女
打
交
百
人
内
外
、
海
陸
よ
り
、
前
夜
又
者
暁
頃
よ
り
居
留
地
天
主

堂
へ
参
詣
沖
手
よ
り
右
日
ニ
者
何
国
之
も
の
与
者
不
分
候
得
共
、
小
船
よ
り
入
港（

（
（

…
…こ

れ
に
よ
る
と
、
近
頃
出
津
（
肥
津
）、
黒
崎
、
伊
王
島
、
平
戸
、
五
島
な
ど
、

広
域
的
に
「
異
宗
」
が
伝
習
さ
れ
、
日
曜
日
に
は
浦
上
村
の
男
女
お
お
よ
そ
百
人
が

居
留
地
の
天
主
堂
に
参
詣
に
来
て
、
さ
ら
に
ど
こ
の
国
と
も
分
か
ら
な
い
者
が
小
船

で
入
港
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
信
仰
表
明
す
る
と
、
彼
ら
自
身
の
信
仰
を

三
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ん
近
国
の
本
寺
も
カ
ト
リ
ッ
ク
に
入
信
し
た
こ
と
の
苦
情
を
申
し
立
て
い
る
、
と
い

う
。慶
応
三
年
六
月
二
十
三
日
付
長
崎
奉
行
所
宛
の
浦
上
村
淵
庄
屋
志
賀
禮
三
郎「
口

上
之
書
」
に
は
そ
の
模
様
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

久
蔵
女
房
し
も
、
親
里
は
当
村
（
浦
上
村
淵
）
内

寺
野
郷
市
松
方
に
て
、
同
人
姉
に
候
処
、
市
松
儀
は
異
宗
一
件
に
て
此
度
久
蔵
よ
り

離
別
い
た
し
候
に
付
、
兄
弟
之
縁
を
切
、
市
松
方
へ
も
不
為
立
入
候
に
付（

（
（

…
…

キ
リ
シ
タ
ン
「
し
も
」
と
キ
リ
シ
タ
ン
で
な
い
夫
の
久
蔵
と
「
し
も
」
の
弟
の
市

松
に
縁
を
切
ら
れ
た
記
録
で
あ
る
。
さ
ら
に
記
録
に
は
娘
「
つ
る
」
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
お
り
、
異
宗
を
信
仰
す
る
「
し
も
」
と
「
つ
る
」
に
久
蔵
は
止
め
る
よ
う
に

申
し
聞
か
し
た
が
、
改
心
し
な
く
、「
妻
子
縁
を
切
ら
れ
候
上
は
家
出
仕
候
旨
申
立

候
に
付
」
と
あ
り
、「
し
も
」
は
娘
の
「
つ
る
」
を
連
れ
て
家
出
を
し
た
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
（
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
者
）
で
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
り
、
家
族

や
親
族
の
間
で
も
確
執
が
深
刻
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
明
治
三
年
一
月
付
で
長
崎
県
権
大
属
尾
上
与
一
郎
が
政
府
に
提
出
し
た

と
さ
れ
る
探
索
書
に
は
「
己
れ
の
宗
を
白
組
と
唱
へ
、
他
宗
を
黒
組
と
唱
へ
、
双
方

無
絶
間
混
雑
差
起
り
候
、
且
、
外
村
并
に
市
中
の
者
も
双
方
絶
交
同
様
の
姿
に
相
成

居
候（

（（
（

」
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
そ
う
で
な
い
者
が
絶
交
状
態
に
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
日
本
の
神
仏
は
切
支
丹
宗
よ
り
起
こ
り
し
神
仏
に
付
、

信
仰
い
た
す
は
無
益
の
事
と
申
居
、
夫
故
我
宗
の
者
と
至
極
不
和
に
御
座
候
」
と
続

き
、
神
仏
を
信
仰
せ
ず
、
神
道
や
仏
教
徒
と
は
極
め
て
「
不
和
」
な
状
態
に
な
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
「
不
和
」
な
状
態
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
。

慶
応
三
年
四
月
付
で
庄
屋
高
谷
官
十
郎
が
長
崎
奉
行
所
に
提
出
し
た
探
索
書
に
は
つ

ぎ
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
同
邨
（
浦
上
村
）
字
岡
と
申
所
江
、
聖
徳
寺
末
観
音
堂
は
坊
主
壱
人
罷
在
候
処
、

先
月
下
旬
異
宗
一
件
之
者
共
数
人
同
寺
江
相
越
申
聞
候
は
、
当
村
ニ
は
今
般
異
宗
を

取
開
候
ニ
付
、
是
迄
之
宗
旨
有
之
候
而
は
妨
相
成
候
ニ
付
、
貴
僧
ニ
も
異
宗
信
仰
被

致
候
様
申
聞
候
ニ
付
、
若
違
背
ニ
及
ひ
候
ハ
ゝ
、
可
致
殺
害
も
難
計
と
、
恐
怖
之
余

同
意
い
た
し
候
由
之
処（

（（
（

…
…

こ
れ
に
よ
る
と
、
浦
上
村
の
字
岡
に
あ
る
聖
徳
寺
の
末
寺
の
観
音
堂
の
僧
侶
の
と

こ
ろ
へ
キ
リ
シ
タ
ン
（
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
者
）
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
浦
上
村
は
キ

リ
シ
タ
ン
宗
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
が
開
教
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
宗
旨
が
あ
っ
て
は
妨
げ

に
な
る
の
で
、
僧
侶
に
も
改
宗
す
る
よ
う
に
迫
り
、
も
し
従
わ
な
け
れ
ば
殺
害
す
る

と
申
し
て
き
た
の
で
、
恐
怖
の
あ
ま
り
同
意
し
た
と
僧
侶
は
述
べ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。そ

し
て
、明
治
元
年（
一
八
六
八
）六
月
に
は
次
の
よ
う
な
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。

…
…
本
原
郷
内
、
字
野
中
綿
打
渡
世
徳
平
与
申
も
の
、
異
宗
改
心
い
た
し
候
旨
、

庄
屋
方
へ
届
出
候
よ
し
之
処
、
近
辺
之
も
の
右
次
第
承
り
込
、
大
勢
ニ
而
打
殺
候
与

申
合
、
同
所
打
越
与
申
所
ニ
而
徳
平
帰
路
を
待
受
、
指
押
、
右
党
之
内
就
中
圓
五
郎

与
申
も
の
重
立
打
擲
及
ひ
候
趣
ニ
而
、
徳
平
其
場
逃
去
、
帰
宅
も
い
た
し
不
得（

（（
（

…
… 

こ
れ
に
よ
る
と
本
原
郷
字
野
中
の
綿
打
渡
世
の
徳
平
と
い
う
者
が
キ
リ
シ
タ
ン
か

ら
改
心
し
よ
う
と
庄
屋
へ
届
け
出
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
聞
い
た
近
辺
の
者
が
大
勢
で

徳
平
を
打
ち
殺
そ
う
と
申
し
合
わ
せ
て
、
帰
路
を
待
ち
受
け
た
。
そ
の
中
で
圓
五
郎

と
い
う
者
が
中
心
に
な
り
徳
平
を
打
擲
し
、
徳
平
は
そ
の
場
か
ら
逃
げ
去
っ
た
が
、

帰
宅
も
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

ま
た
先
に
あ
げ
た
明
治
三
年
一
月
付
の
長
崎
大
属
尾
上
権
大
属
の
探
索
書
に
は
浦

上
村
に
あ
る
大
神
宮
の
境
内
で
キ
リ
シ
タ
ン
の
子
供
が
遊
ん
で
い
る
と
親
達
は
「
見

当
り
、
連
戻
り
、
再
び
同
所
へ
相
越
さ
ず
様
、
折
檻
を
加
へ（

（（
（

」
た
と
い
う
。
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こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
時
に
残
さ
れ
て
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

け
ば
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
者
た
ち
と
の
間
に
「
不
和
」
が
起
こ
り
、し
ば
し
ば
「
徒

党
論
争
」
を
引
き
起
こ
し
て
、
民
政
に
大
い
に
差
し
つ
か
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
じ
年
の
十
二
月
十
五
日
に
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
の
公
使

に
宛
て
た
書
状
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

…
…
右
宗
旨
之
徒
は
其
儘
郷
里
ニ
差
置
、
改
心
為
致
候
積
手
を
盡
し
、
教
諭
を
加
候

得
共
、
却
而
我
神
社
を
侮
辱
し
、
村
中
不
和
之
事
等
種
々
国
法
ニ
背
き
候
事
件
不
少

ニ
付
、
此
儘
差
置
候
而
ハ
民
政
難
被
行
候
、
処
よ
り
住
所
を
移
し
て
教
諭
不
致
候
ハ

外
ニ
手
段
も
無
之
候
ニ
付（

（（
（

、
…
… 

　
キ
リ
シ
タ
ン
を
こ
の
ま
ま
郷
里
に
残
し
て
、
改
心
す
る
よ
う
に
教
諭
し
て
も
、
か

え
っ
て
わ
が
国
の
神
社
を
侮
辱
し
、「
村
中
不
和
」
な
ど
の
国
法
の
背
く
事
件
が
少

な
か
ら
ず
起
こ
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
残
し
て
お
く
と
民
政
を
お
こ
な
う
の
も
難
し
く

な
り
、
住
所
を
移
し
て
教
諭
す
る
し
か
手
段
は
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
政
府
は
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
総
流
罪
に
対
し
て
抗
議
し
て

き
た
西
洋
列
強
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
非
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
間
に
「
不
和
」
か
ら
生
じ

た
確
執
を
避
け
る
た
め
に
総
流
罪
を
実
施
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
洋
列

強
の
抗
議
に
対
す
る
言
い
分
に
も
思
え
る
が
、
浦
上
村
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
カ
ト
リ
ッ

ク
改
宗
を
め
ぐ
っ
て
「
不
和
」
な
状
態
に
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
限
り
で

も
深
刻
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
危
惧
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
を
総
流
罪
に
し
た
と

も
い
え
る
の
で
あ
る
。
浦
上
村
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
に
よ
り「
不
和
」

な
状
態
に
な
っ
た
こ
と
は
明
治
政
府
が
キ
リ
シ
タ
ン
を
総
流
罪
に
し
た
理
由
の
一
つ

で
も
あ
っ
た 
と
い
え
よ
う
。　

こ
の
よ
う
に
浦
上
四
番
崩
れ
前
に
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
態
度
を
変
え
た

こ
と
は
、
村
社
会
の
あ
り
方
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
信
仰
を
隠
匿
し
て
い
た
近

世
期
は
キ
リ
シ
タ
ン
・
非
キ
リ
シ
タ
ン
が
混
在
し
、
共
存
す
る
村
社
会
で
あ
っ
た
が
、

キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
を
表
明
し
、
再
布
教
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
は
地
域
を
超
え
た
信

仰
共
同
体
へ
と
変
化
し
た
。ま
た
、そ
れ
ま
で
浦
上
村
で
は
一
般
村
民
は
一
体
と
な
っ

て
生
活
し
て
い
た
が
、
村
内
は
分
裂
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
非
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
確
執

が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
村
内
は
「
不
和
」
な
状
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
態
度
の
変
化
は
、
こ
の
時
に
場
所
を
超
え
て

信
仰
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
よ
う
と
伝
習
し
た
地
域
に
も
影
響
を
与
え
、
五
島
や
伊

万
里
県
に
お
い
て
も
信
仰
を
表
明
し
た
こ
と
で
問
題
と
な
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い

る
。

二　

権
力
側
の
動
き

浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
態
度
を
変
え
た
こ
と
は
、
幕
府
に
そ
の
対
応
を
迫

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
幕
藩
体
制
下
に
お
い
て
厳
禁
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
を
隠

す
こ
と
な
く
表
明
し
、
地
域
を
超
え
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
さ
せ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
幕
府
の
政
策
に
反
目
す
る
動
き
を
取
り
始
め
た
。
こ

こ
で
、
権
力
側
が
キ
リ
シ
タ
ン
の
動
向
を
ど
う
見
て
い
た
か
考
察
す
る
。

　

浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
や
が
て
明
治
元
（
一
八
六
八
）
か
ら
翌
年
に
か
け

て
、
諸
藩
に
総
流
罪
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
処
分
に
対
し
て
抗

議
し
て
き
た
西
洋
列
強
に
対
し
て
、
外
務
卿
澤
宣
嘉
と
同
大
輔
寺
島
宗
則
は
明
治
二

年
十
二
月
三
日
付
の
各
国
公
使
宛
の
書
状
で
次
の
よ
う
な
説
明
を
し
て
い
る
。

…
…
右
引
渡
し
残
り
之
分
其
儘
閣
候
而
ハ
、
他
の
土
民
共
と
不
和
に
し
て
、
屢
徒
党

論
争
ヲ
引
起
シ
、
民
政
に
お
ゐ
て
大
ニ
差
支
候
ニ
付
、
今
般
諸
藩
江
相
渡（

（（
（

、
…
…
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三　

禁
教
高
札
撤
去
後
の
キ
リ
シ
タ
ン

浦
上
四
番
崩
れ
は
西
洋
列
強
の
強
い
抗
議
も
あ
り
、
明
治
六
年
の
浦
上
村
の
キ
リ

シ
タ
ン
の
帰
村
と
同
年
二
月
の
禁
教
高
札
撤
去
を
も
っ
て
事
件
は
終
息
し
た
。
そ
の

後
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
は
「
禁
制
」
と
い
う
国
家
の
規
制
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
一
定
程
度
の
拘
束
は
あ
っ
た
も
の
の
、
キ
リ
シ
タ
ン
は
国
家

権
力
か
ら
は
一
応
は
解
放
さ
れ
、
あ
る
程
度
自
由
に
な
れ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
を
取

り
巻
く
村
社
会
・
地
域
社
会
か
ら
は
自
由
に
は
れ
な
か
っ
た
。

次
に
上
げ
る
事
例
は
禁
教
高
札
が
撤
去
さ
れ
て
し
ば
ら
く
し
た
明
治
十
二
年
に
キ

リ
シ
タ
ン
が
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
改
宗
し
た
こ
と
で
、
村
の
重
要
な
付
き
合
い
か
ら
外
さ

れ
、
困
り
果
て
た
こ
と
を
一
た
ん
戸
長
に
願
い
出
た
が
、
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
ず
、

改
め
て
国
家
権
力
で
あ
る
警
察
に
届
け
た
も
の
で
あ
る
。
場
所
は
長
崎
県
西
彼
杵
郡

黒
瀬
村
（
現
長
崎
県
西
海
市
大
島
町
）
で
あ
る
。

甲
号　

郷
中
不
和
に
付
鎮
撫
願

私
共
儀
現
世
農
業
相
、
…
…
（
中
略
）
…
…
明
治
七
年
旧
教
務
省
（
教
部
省
カ
）
達

第
三
十
四
号
『
転
宗
改
式
人
民
之
意
に
任
す
べ
し
』
と
の
御
布
達
に
基
づ
き
、
該
宗

に
帰
依
仕
候
。
然
処
天
久
保
奇
妙
寺
衰
微
之
端
緒
開
間
敷
迚
、
同
寺
門
徒
互
に
囁
き

遂
に
該
寺
院
に
嘯
集
之
上
、
私
共
に
付
き
無
常
之
契
約
相
結
候
由
、
其
契
約
と
申
候

は
即
如
左

一　

出
入　

他
人
は
不
及
申
、
親
族
た
り
共

一　

作
事　

屋
根
葺
替
、
田
畑
普
請

一　

乗
船　

公
用
、
公
役
、
医
師
迎
ひ
、
藻
上
ヶ
、
漁
業
、
諸
商
法

一　

右
三
ヶ
条
切
支
丹
宗
門
弟
と
相
共
に
致
事
決
而
不
相
成
候
、
万
一
違
犯
者
有
之

候
節
者
、
本
人
所
持
の
田
畑
山
林
三
分
一
可
取
上
候
事

一　

向
後
切
支
丹
宗
に
移
転
者
有
之
候
節
は
、田
畑
山
林
秣
場
に
至
る
ま
で
悉
取
上
、

尚
本
人
及
家
族
不
残
可
致
放
逐
候
事（

（（
（

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
七
年
の
教
部
省
の
布
達
に
基
づ
い
て
キ
リ
シ
タ
ン
宗
（
カ

ト
リ
ッ
ク
）
に
帰
依
し
た
が
、
そ
の
こ
と
で
奇
妙
寺
は
門
徒
た
ち
を
呼
び
集
め
、
出

入
り
、
作
事
、
乗
船
を
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
と
一
緒
に
お
こ
な
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、

も
し
従
わ
な
い
場
合
は
、
所
有
す
る
田
畑
・
山
林
の
三
分
の
一
を
取
り
上
げ
、
そ

し
て
今
後
キ
リ
シ
タ
ン
宗
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
に
改
宗
す
れ
ば
、
田
畑
・
山
林
・
秣
場

全
部
を
取
り
上
げ
て
、
本
人
と
家
族
は
追
放
す
る
と
い
う
。
こ
う
い
っ
た
事
態
を
ど

う
に
か
し
て
も
ら
お
う
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
十
四
人
は
黒
瀬
村
の
戸
長
に
願
い
出

た
が
聞
き
入
れ
て
は
も
ら
え
ず
、
代
表
二
名
が
長
崎
警
察
署
に
願
い
出
る
の
で
あ
っ

た（
（（
（

。
そ
れ
が
次
の
記
録
で
あ
る
。

乙
号　

郷
中
不
和
ニ
付
御
鎮
定
願

（
前
略
）

偖
私
共
古
来
、
切
支
丹
宗
ヲ
胸
中
密
ニ
信
用
罷
在
候
得
共
、
辱
ク
モ
御
維
新
以
還

御
仁
慈
之
難
有
御
寛
典
を
以
テ
、宗
旨
何
レ
モ
人
民
之
意
ニ
任
ス
ト
ノ
御
趣
意
ニ
付
、

其
儀
深
々
奉
感
佩
、去
ル
明
治
十
一
年
二
月
十
五
日
ヨ
リ
公
然
該
宗
ニ
帰
入
仕
候
処
、

倉
卒
神
官
・
僧
侶
・
地
役
人
、
私
共
之
村
落
に
来
集
シ
、
其
旨
申
上
候
処
、
其
節
ヨ

リ
真
宗
奇
妙
寺
住
職
ハ
勿
論
、
地
役
人
（
地
役
人
ト
ハ
小
頭
・
組
頭
共
ヲ
言
フ
）
村

落
ノ
長
ナ
ル
者
共
、
憤
懣
ニ
堪
エ
ザ
ル
形
丈
を
起
シ
、
互
い
に
申
合
、
私
共
ニ
向
テ

苛
酷
ノ
契
約
相
定
メ
被
置
候
、
即
チ
如
左

一
出
入　
　

他
人
ハ
無
論
、
親
族
タ
リ
ト
モ

一
作
事　
　

屋
根
葺
替
、
田
畑
普
請

一
船
乗
合　

公
用
公
役
、
医
師
迎
ヒ
、
藻
上
ゲ
漁
業
、
諸
商
法

附
リ
養
子
或
ハ
縁
組

金
穀
貸
借

日
雇

加
勢
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禁
教
高
札
撤
去
前
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
内
部
の
変
化

わ
れ
な
く
な
っ
た
一
方
で
村
社
会
・
地
域
社
会
内
部
で
迫
害
に
代
わ
る
行
為
を
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

禁
教
高
札
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
を
め
ぐ
る
周
囲
と
の
確
執
や
軋

轢
は
キ
リ
シ
タ
ン
内
部
で
も
起
こ
っ
た
。
ほ
ぼ
全
村
民
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
キ

リ
シ
タ
ン
集
落
で
あ
る
長
崎
県
生
月
（
現
長
崎
県
平
戸
市
生
月
）
は
禁
教
高
札
が
撤

去
さ
れ
た
後
に
布
教
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
十
二
年
に
二
十
二
名
が
カ

ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
者
に
対
し
て
、
村
の
付
き
合
い
か
ら
制
限
さ
れ
、「
生
月
里

村
切
支
丹
総
代
」
の
名
で
平
戸
警
察
に
訴
え
出
た
出
来
事
が
あ
っ
た
。
村
民
二
十
二

名
が
「
長
崎
港
天
主
堂
切
支
丹
宗
へ
転
宗
」
す
る
と
県
庁
に
届
け
出
た
と
こ
ろ
、
神

官
・
僧
侶
側
か
ら
不
満
に
思
わ
れ
、
交
際
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
、
村
の
い
く
つ
か

の
付
き
合
い
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
用
飲
用
水
の
差

し
止
め
、
親
族
出
入
り
の
禁
止
、
婚
娶
の
禁
止
、
船
乗
り
合
い
の
禁
止
、
屋
根
葺
き

替
え
の
禁
止
、
月
傭
稼
ぎ
の
差
し
止
め
、
出
稼
ぎ
奉
公
の
差
し
止
め
等
の
十
二
か
条

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
絶
交
の
ヶ
条
」
と
し
て
言
い
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
改
宗
者
は
「
一
日
の
活
計
も
立
兼
、
難
渋
逼
迫
」
し
て
、
困
り
果
て
、
や
む
を

得
ず
、「
御
上
様
」（
平
戸
警
察
）
に
訴
え
出
た
の
で
あ
っ
た（

（（
（

。
こ
の
出
来
事
と
思
わ

れ
る
記
録
が
当
時
こ
の
地
方
を
布
教
し
た
外
国
人
宣
教
師
の
報
告
に
も
あ
り
、
そ
れ

は
以
下
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

…
…
生
月
で
は
新
信
者
た
ち
を
苦
し
め
る
僧
侶
た
ち
に
、
自
分
た
ち
の
権
利
を
認
め

さ
せ
る
た
め
、
一
人
の
伝
道
師
が
警
察
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
署
長
は
ど
の

人
に
も
信
仰
の
自
由
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
い
か
な
る
方
法
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
信
者

に
な
ろ
う
と
す
る
人
を
悩
ま
せ
る
こ
と
は
一
切
な
ら
ぬ
と
答
え
た
。
そ
れ
の
み
か
署

長
は
島
の
役
人
た
ち
に
島
民
を
全
部
集
め
、
キ
リ
ス
ト
信
者
の
家
庭
と
良
好
な
関
係

を
保
つ
よ
う
に
厳
命
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
当
局
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
通
達

す
る
よ
う
に
命
じ
た（

（（
（

。
…
… 

講
会　

但
シ
是
迄
組
合
之
講
へ
出
会
候
節
ハ
、
酒
肴
盃
別
段
ニ
シ
テ
、
盃
之
取
合
不
相
成

右
ノ
箇
条
、
天
主
教
相
用
ヒ
候
者
ト
共
ニ
致
事
、
堅
ク
不
相
成
候
、
万
一
違
背
ス

ル
者
有
之
候
節
ハ
、
家
宅
地
并
ニ
所
有
田
畑
山
林
取
上
候
云
（々
（（
（

こ
れ
に
よ
る
と
私
た
ち
は
昔
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
宗
を
密
か
に
信
仰
し
て
い
た
が
、

維
新
政
府
か
ら
信
仰
を
許
可
さ
れ
た
の
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
公
然
と
帰
宗
し
た
と
こ

ろ
、
直
ち
に
神
官
・
僧
侶
・
地
役
人
が
や
っ
て
き
て
、
改
心
を
迫
り
、
改
心
し
な
け

れ
ば
、
出
入
り
、
作
事
、
船
乗
り
合
い
な
ど
の
村
の
重
要
な
付
き
合
い
か
ら
外
す
と

申
し
渡
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
キ
リ
シ
タ
ン
（
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗

者
）
は
非
常
に
困
り
果
て
た
、
と
以
下
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
。

　
弊
村
ハ
格
別
無
力
貧
困
ノ
村
落
ナ
ル
故
、
互
ニ
協
救
加
勢
ナ
ク
テ
ハ
糊
口
モ
出
来

兼
、
農
業
ノ
閑
暇
ニ
ハ
懈
怠
ナ
ク
日
傭
稼
ギ
、
或
ハ
商
法
不
仕
候
テ
ハ
、
御
慈
仁
深

キ
朝
廷
ヘ
御
上
納
モ
出
来
兼
候（

（（
（

こ
の
村
は
特
に
無
力
貧
困
な
村
落
で
あ
る
た
め
に
加
勢
し
て
い
か
な
く
て
は
生
活

も
で
き
ず
、
そ
し
て
農
業
を
し
な
い
時
に
は
怠
け
ず
日
雇
い
や
商
法
を
し
な
く
て
は

朝
廷
へ
上
納
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
講
会
で
不
当
な
扱
い

を
さ
れ
た
こ
と
に
は
「
猫
犬
ヨ
リ
モ
浅
間
敷
軽
蔑
セ
ラ
レ（

（（
（

」
と
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン

は
追
い
詰
め
ら
れ
困
り
果
て
、
そ
し
て
屈
辱
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
こ
の
よ
う
に
周
囲
は
嫌
が
ら
せ
的
行
為
に
及
び
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
非
キ
リ
シ
タ

ン
と
の
確
執
は
高
札
撤
去
後
さ
ら
に
深
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

禁
教
高
札
が
撤
去
さ
れ
た
後
は
、
村
社
会
・
地
域
社
会
内
部
の
問
題
と
な
っ
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
巻
く
村
社
会
・
地
域
社
会
は
か
え
っ
て
キ
リ
ス
ト
教（
カ
ト
リ
ッ

ク
）
を
内
部
か
ら
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
家
レ
ベ
ル
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
あ

る
程
度
自
由
に
な
れ
た
が
、
村
社
会
・
地
域
社
会
で
は
禁
制
下
に
根
付
い
た
キ
リ
ス

ト
教
へ
の
差
別
意
識
は
残
り
、
忌
避
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
国
家
か
ら
の
迫
害
は
行
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禁
教
高
札
撤
去
前
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
内
部
の
変
化

こ
の
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
内
部
に
お
い
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
者
と
そ
う
で
な
い

者
と
の
確
執
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
七
九
年
の
パ
リ
外
国
宣
教
会
の

年
次
報
告
で
あ
る
が
、
こ
の
時
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
た
一
八
八
八
年
の
年
次
報
告
に

は
生
月
の
改
宗
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

…
…
こ
れ
ま
で
幾
人
か
の
宣
教
師
た
ち
が
、
自
ら
或
い
は
伝
道
師
た
ち
の
手
を
借

り
て
、
こ
の
「
離
れ
」
の
人
々
の
戻
り
の
た
め
に
働
い
て
来
た
が
、
徒
労
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
気
の
毒
な
人
々
の
少
な
く
と
も
大
部
分
は
、
自
分
た
ち
が
迷
い

の
道
に
あ
る
こ
と
、
又
近
頃
伝
え
ら
れ
て
い
る
教
え
が
、
祖
先
の
信
じ
て
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戻
り
の
こ
と
を
口
に
し

な
い
彼
ら
は
、
新
た
に
迫
害
が
起
こ
り
は
し
な
い
か
と
の
想
像
か
ら
来
る
怖
れ
と
、

又
異
教
徒
の
あ
る
実
力
者
が
彼
ら
に
与
え
て
い
る
恐
怖
、
そ
し
て
世
間
体
、
又
と
く

に
婦
人
た
ち
に
よ
っ
て
引
き
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

（（
（

…
…
。　

生
月
の
「
離
れ
」
の
人
た
ち
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
が
祖
先
の
信
仰
と
同
じ
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
様
々
な
状
況
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
は
改

宗
で
き
ず
に
い
た
よ
う
で
あ
る
。

文
中
の
「
離
れ
」
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
中
で
、禁
教
が
解
除
さ
れ
た
後
も
、カ
ト
リ
ッ

ク
へ
の
違
和
感
を
覚
え
て
、
土
俗
化
し
た
潜
伏
時
代
の
ま
ま
の
信
仰
形
態
を
取
り
続

け
る
集
団
で
あ
る
。
潜
伏
下
に
土
俗
の
信
仰
と
習
合
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
が
カ

ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
と
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
改
宗
に
抵
抗

を
感
じ
、「
離
れ（

（（
（

」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
生
月
の
「
離
れ
」
は
カ
ト
リ
ッ

ク
の
教
え
が
、
祖
先
の
信
仰
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、
様
々
な
状
況
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
改
宗
で
き
ず
に
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
す
る
こ
と
で
の
周
囲
と
の
確
執
や
軋
轢
も
「
離
れ
」
に
分

離
し
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
離
れ
」
は
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
違

和
感
か
ら
改
宗
を
拒
み
、
主
体
的
に
分
か
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
周
囲
と
の

確
執
や
軋
轢
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
で
き
ず
に
「
離
れ
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
キ

リ
シ
タ
ン
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
離
れ
」は
後
に「
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
」

称
さ
れ
て
、
一
つ
の
信
仰
集
団
と
し
て
独
自
の
信
仰
形
態
を
継
承
し
て
い
っ
た
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
と
分
離
し
た
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
出
来
事
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
生
月
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
当
該
期
の

キ
リ
ス
ト
教
と
地
域
信
仰
・
民
俗
信
仰
と
の
確
執
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
禁
教
高
札
が
撤
去
さ
れ
た
後
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
を
め
ぐ

る
問
題
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
（
キ
リ
シ
タ
ン
内
部
）
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
禁
教
高
札
が
撤
去
さ
れ
た
こ
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
を
国
家
か
ら
解
放
さ

せ
た
一
方
で
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
村
社
会
・
地
域
社
会
内
部
に
お
け
る
信
仰
を
め
ぐ

る
問
題
を
一
層
深
め
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
と
め

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
浦
上
四
番
崩
れ
に
お
い
て
、
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン

が
信
仰
態
度
を
変
え
た
こ
と
は
村
社
会
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
非

キ
リ
シ
タ
ン
と
の
確
執
を
表
面
化
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
権
力
側
も
そ

の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
禁
教
高
札
の
撤
去
の
前

段
階
に
は
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

禁
教
高
札
撤
去
は
キ
リ
シ
タ
ン
が
国
家
に
よ
る
規
制
か
ら
解
放
さ
れ
る
出
発
点
と

な
っ
た
。
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
規
制
が
残
り
つ
つ
も
、
国
家
権
力
か
ら
キ
リ
シ

タ
ン
は
一
定
程
度
自
由
に
な
れ
た（

（（
（

。
し
か
し
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
村
社
会
・
地
域
社

会
か
ら
は
自
由
に
な
れ
な
か
っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
へ
の
国
家
に
よ
る
規
制
が
消
え
る

と
、
か
え
っ
て
村
社
会
・
地
域
社
会
は
キ
リ
シ
タ
ン
（
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
者
）
を
排

除
し
よ
う
と
し
、
確
執
は
さ
ら
に
深
ま
っ
た
。
そ
れ
は
キ
リ
シ
タ
ン
内
部
で
も
発
生

し
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
せ
ず
に
、「
離
れ
」
と
よ
ば
れ
る
潜
伏
時

代
か
ら
の
土
俗
的
な
独
自
の
信
仰
形
態
と
に
分
離
し
た
要
因
の
一
つ
に
も
な
っ
た
。

八



禁
教
高
札
撤
去
前
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
内
部
の
変
化

キ
リ
シ
タ
ン
内
部
で
も
信
仰
を
め
ぐ
る
問
題
が
発
生
し
、
確
執
と
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
当
該
期
、キ
リ
ス
ト
教
は
禁
教
高
札
撤
去
に
よ
り
国
家
の
規
制
か
ら
解
放
さ
れ
、

ま
た
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
界
も
入
り
込
み
、
し
だ
い
に
国
内
で
発
展
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
村
社
会
・
地
域
社
会
に
は
近
世
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
下
に
根
付
い
た
キ

リ
ス
ト
教
へ
の
差
別
と
偏
見
は
消
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の

中
で
キ
リ
シ
タ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
宗
を
め
ぐ
る
問
題
は
発
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。

当
該
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
め
ぐ
る
問
題
は
国
家
に
よ
る
規
制
か
ら
、
村
社
会
・
地
域

社
会
内
部
の
確
執
か
ら
発
生
し
た
せ
め
ぎ
あ
い
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

註
（（）
当
該
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
に
関
す
る
先
行
研
究
は
主
に
外
交
問
題
や
宗
教
政
策

の
視
点
か
ら
重
点
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
鈴
木
裕
子
「
明
治
政
府
の
キ
リ

ス
ト
教
政
策―

高
札
撤
去
に
至
る
迄
の
過
程―
」『
史
学
雑
誌
』
八
六―

二　

一
九
七
七
年
、
安
丸
良
夫
「
近
代
転
換
期
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
」『
岩
波
近

代
思
想
体
系
５　

宗
教
と
国
家
』
岩
波
書
店
一
九
八
八
、三
好
祥
子
「
明
治
初

期
の
キ
リ
ス
ト
教
政
策
の
転
換
に
関
す
る
一
考
察
」『
お
茶
の
水
史
学
』
三
五　

一
九
九
二
、
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
近
代
日
本
形
成
と
宗
教
問
題
』

中
央
大
学
出
版
部
一
九
九
二
、
家
近
良
樹
『
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
流
配
事
件
』
吉

川
弘
文
館
一
九
九
八
、
山
崎
渾
子
『
岩
倉
使
節
団
に
お
け
る
宗
教
問
題
』
思
文

閣
二
〇
〇
六
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
信
仰
態
度

を
変
え
た
こ
と
に
よ
り
、
村
社
会
に
与
え
た
影
響
等
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
触

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
動
向
に
つ
い
て
は
片
岡
弥
吉

『
浦
上
四
番
崩
れ
』
ち
く
ま
文
庫
一
九
九
一
、
な
ど
が
あ
る
が
、
信
仰
表
明
後

の
宣
教
師
と
の
か
か
わ
り
や
流
罪
先
で
の
信
仰
心
に
基
づ
く
強
靭
な
行
動
が
中

心
に
あ
つ
か
わ
れ
、
こ
の
時
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
巻
く
周
囲
と
の
関
係
は
そ

れ
ほ
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
禁
教
高
札
が
撤
去
さ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
が

帰
村
し
て
か
ら
の
動
向
は
、
彼
ら
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
の
行
動
を
注
目

し
て
、
そ
の
後
の
村
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　

浦
上
四
番
崩
れ
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
と
村
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、

近
世
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
露
見
事
件
を
比
較
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
に
大
橋
幸

泰
「
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
の
転
回
と
禁
教
高
札
撤
去
」『
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
史
の

研
究
』
東
京
堂
出
版
二
〇
〇
一
、
が
あ
る
が
、
禁
教
高
札
が
撤
去
さ
れ
た
後
の

動
向
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
中
村
博
武
「
浦
上
四
番
崩
れ
に
お

け
る
宣
教
師
の
論
理
と
信
徒
構
造
」『
宣
教
と
受
容―

明
治
期
キ
リ
ス
ト
教
の

基
礎
的
研
究
』
思
文
閣
二
〇
〇
〇
、
で
は
浦
上
四
番
崩
れ
で
の
キ
リ
シ
タ
ン
の

信
仰
上
の
特
徴
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
取
り
巻
く
状
況

に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

本
論
文
で
は
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
浦
上
四
番
崩
れ
と
、
禁
教
高
札
撤
去
後

の
キ
リ
シ
タ
ン
と
彼
ら
を
取
り
巻
く
周
囲
の
状
況
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　

ま
た
、禁
教
高
札
撤
去
は
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
解
除
で
は
な
い
と
の
見
解
が
あ
る
。

高
札
は
取
り
外
さ
れ
た
が
、
明
治
政
府
は
キ
リ
ス
ト
教
禁
教
の
継
続
の
意
志
は

あ
っ
た
、
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
鈴
江
英
一
『
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
以
前―

切
支

丹
禁
制
高
札
撤
去
の
史
料
論―

』
岩
田
書
店
一
九
九
九
等
。
し
か
し
、
禁
教
高

札
の
撤
去
は
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
し
て
政
策
上
の
拘
束
か
ら
解
放
さ
せ
、
こ
の
時

に
流
罪
の
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
も
解
放
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
拙
者
は
禁
教
解

除
と
と
ら
え
て
い
る
。

（（）
片
岡
弥
吉
『
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
史
』
時
事
通
信
社
一
九
七
九　

五
四
二
～

五
五
〇
頁
、
大
橋
幸
泰
「『
異
宗
』
と
キ
リ
シ
タ
ン
」
岩
田
浩
太
郎
編
『
新

し
い
近
世
史
五
・
民
衆
世
界
と
正
当
』
新
人
物
王
来
社
一
九
九
六　

二
〇
五

～
二
四
四
頁
、
大
橋
幸
泰
『
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
史
の
研
究
』
東
京
堂
出
版

二
〇
〇
一　

一
四
五
～
二
六
六
頁
参
照

（（）
大
橋
幸
泰
「『
異
宗
』
と
キ
リ
シ
タ
ン
」、『
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
史
の
研
究
』

一
五
〇
～
一
五
二

（（）
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
一
八　

民
間
宗
教
』
三
一
書
房
一
九
七
二
年　

九



禁
教
高
札
撤
去
前
後
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
集
落
内
部
の
変
化

八
三
五
頁

（（）
「
慶
応
三
年
四
月
高
谷
官
十
郎
探
索
書
」『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成
』
二　

財
政
経
済
学
会
一
九
四
三　

二
四
頁

（（）
「
明
治
元
年
十
一
月
肥
前
浦
上
耶
蘇
教
徒
ノ
探
索
書
」『
大
日
本
外
交
文
書
』

一―
二　

日
本
国
際
協
会
一
九
三
六
年　

六
二
六
～
六
二
七

（（）
「
慶
応
三
年
六
月
高
谷
官
十
郎
探
索
書
」『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成
』
四
二
頁

（（）
「
慶
応
三
年
六
月
十
九
日
徳
永
石
見
守
、
浦
上
村
異
宗
信
仰
之
も
の
共
之
内
、

召
捕
候
儀
申
上
候
書
付
」『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成
』
五
三
頁

（（）
「
慶
応
三
年
六
月
廿
三
日
長
崎
奉
行
宛
志
賀
禮
三
郎
「
口
上
之
覚
」『
幕
末
維

新
外
交
史
料
集
成
』
五
九
頁

（（0）
「
明
治
三
年
一
月
長
崎
権
大
属
尾
上
与
一
郎
探
索
書
」『
大
日
本
外
交
文
書
』

三　

一
九
三
六
年　

三
七
三
～
三
七
四
頁

（（（）
「
慶
応
三
年
四
月
高
谷
官
十
郎
探
索
書
」『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成
』
二
五
頁

（（（）
「
明
治
元
年
十
一
月
肥
前
浦
上
耶
蘇
ノ
探
索
書
」『
大
日
本
外
交
文
書
』
一―

二　

六
二
七
～
六
二
八

　

な
お「
明
治
三
年
一
月
長
崎
権
大
属
尾
上
与
一
郎
探
索
書
」『
大
日
本
外
交
文
書
』

三　

三
七
三
頁
、
に
も
同
一
の
記
録
が
あ
る
。

（（（）
同
右
（『
大
日
本
外
交
文
書
』
三
）　

三
七
四
頁

（（（）
「
明
治
二
年
十
二
月
三
日
各
国
公
使
宛
外
務
卿
澤
宜
嘉
・
同
大
輔
寺
島
宗
則
書

状
貼
紙
」『
大
日
本
外
交
文
書
』
二―

三　

一
九
三
八　

四
六
一
頁

（（（）
「
明
治
二
年
十
二
月
十
五
日
各
国
公
使
宛
外
務
卿
澤
宣
嘉
・
同
大
輔
寺
島
宗
則

書
状
」『
大
日
本
外
交
文
書
』
二―

三　

五
二
九
～
五
三
五
頁

（（（）
ま
た
慶
応
三
年
九
月
二
十
七
日
に
長
崎
奉
行
の
能
勢
大
隈
守
・
徳
永
石
見
守
が

幕
府
に
宛
て
た
「
浦
上
村
異
宗
信
仰
之
者
之
儀
に
付
申
上
候
書
付
」
に
は
浦
上

村
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
「
信
仰
団
結
之
証
」
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
「
一
味
致
連
判
」

し
て
「
連
判
帳
」
に
捺
印
し
た
と
言
っ
て
い
た
と
記
録
し
て
お
り
、「
一
味
連
判
」

と
い
う
一
揆
を
連
想
す
る
言
葉
を
用
い
て
お
り
、
幕
府
は
浦
上
村
の
キ
リ
シ
タ

ン
を
一
揆
的
な
集
団
と
み
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
、
彼
ら
を
警
戒
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。『
幕
末
維
新
外
交
史
料
集
成
』
一
一
一
～
一
一
二
頁

（（（）
浦
川
和
三
郎
『
切
支
丹
の
復
活
』
後
編　

国
書
刊
行
会　

一
九
七
九
年　

八
一
二
～
八
一
三
頁

（（（）
「
乙
号
」
に
は
「
不
和
葛
藤
」
を
鎮
め
て
も
ら
お
う
と
十
七
、八
回
も
願
書
を

持
っ
て
戸
長
役
場
を
訪
れ
た
が
、「
格
別
之
頓
着
モ
無
之
候
」
と
あ
り
気
に
か

け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
よ
う
で
、「
其
儘
願
書
モ
却
下
ニ
相
成
候
ニ
付
」
と
な
っ

た
よ
う
で
、
長
崎
警
察
署
に
願
い
出
た
よ
う
で
あ
る
。『
切
支
丹
の
復
活
』
後

編　

八
一
七
～
八
一
八

（（（）
同
右　

八
一
五
～
八
一
六
頁

（（0）
同
右　

八
一
六
頁

（（（）
同
右　

八
一
七
頁

（（（）
同
右　

七
九
七
～
七
九
八
頁

（（（）
「
一
八
七
九
年
年
次
報
告
（
パ
リ
外
国
宣
教
会
）」 

松
村
菅
和
・
女
子
カ
ル

メ
ル
修
道
会
共
訳
『
パ
リ
外
国
宣
教
会
年
次
報
告
１
』
聖
母
の
騎
士
社　

一
九
九
六
年　

五
六
頁

（（（）
「
一
八
八
八
年
年
次
報
告
」
同
右　

一
五
五
頁

（（（）
宮
崎
賢
太
郎
『
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
六
年　

一
八
三
～
二
二
一
頁
、
に
よ
る
と
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰

の
特
色
と
し
て
「
重
層
信
仰
」「
祖
先
崇
拝
」「
現
世
利
益
」「
儀
礼
中
心
主
義
」

を
あ
げ
、
こ
れ
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
と
対
照
的
な
日
本
人
的
な
宗
教
観
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
潜
伏
下
に
キ
リ
シ
タ
ン
は
こ
れ
ら
の
日
本
人
的
宗
教
観
と
習
合
し

て
し
ま
い
、
禁
制
が
解
け
た
後
も
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
は
戻
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

（（（）
当
該
期
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
再
興
が
許
可
さ

れ
る
な
ど
、
禁
制
と
な
っ
て
い
た
信
仰
が
解
放
さ
れ
た
。
し
か
し
、
程
度
の
差

は
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
は
完
全
に
自
由
で
は
な
か
っ
た
。

一
〇




